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は じ め に  

 

 令 和 ２ 年 度 、「 ウ イ ル ス 感 染 症 」 と い う 点 に お い て 、 こ

の 一 年 は み な さ ん の 目 に ど の よ う に 映 っ た で し ょ う か 。  

鶏 で は 、 令 和 ２ 年 1 1 月 、 香 川 県 で 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル

エ ン ザ が 発 生 し 、 そ の 後 、 令 和 ２ 年 度 中 に 2 2 道 府 県 5 2

例 7 6 農 場 で 、 約 9 8 7 万 羽 が 殺 処 分 さ れ ま し た 。 発 生 農 場

の 多 さ に 加 え 、 局 地 的 な 発 生 状 況 な ど 、 こ れ ま で に 例 を

み な い 年 と な り ま し た 。野 鳥 に お い て も 、1 8 道 県 5 8 事 例

で 確 定 検 査 陽 性 が 確 認 さ れ て い ま す 。  

ま た 、 豚 で は 、 平 成 3 0 年 に 岐 阜 県 で 豚 熱 が 発 生 し て 以

来 、 令 和 ２ 年 度 末 ま で に 1 4 県 6 3 事 例 の 発 生 が 確 認 さ れ

て い ま す 。 令 和 ２ 年 度 に 発 生 し た ５ 県 ５ 事 例 に つ い て は 、

ワ ク チ ン 接 種 を 行 っ て い る 農 場 で あ り 、 ウ イ ル ス 感 染 症

の コ ン ト ロ ー ル の 難 し さ を 痛 感 し ま し た 。 静 岡 県 で は 、

令 和 元 年 よ り 飼 育 豚 へ の ワ ク チ ン 接 種 、 野 生 イ ノ シ シ へ

の 経 口 ワ ク チ ン の 散 布 及 び 野 生 イ ノ シ シ の 捕 獲 強 化 等 、

豚 熱 の 発 生 予 防 の た め に 策 を 講 じ て お り ま す 。 幸 い な こ

と に 県 内 農 場 で の 豚 熱 の 発 生 は 確 認 さ れ て お り ま せ ん が 、

ワ ク チ ン 接 種 農 場 で の 発 生 事 例 や 近 年 の ア ジ ア 地 域 に お

け る ア フ リ カ 豚 熱 の 感 染 拡 大 を 鑑 み ま し て も 、 飼 養 衛 生

管 理 基 準 の 遵 守 指 導 の 重 要 性 を よ り 一 層 感 じ て お り ま す 。 

さ ら に 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に よ り 、 新

し い 生 活 様 式 が 示 さ れ 、 家 畜 衛 生 に お い て も 今 ま で と は

異 な る 対 応 を 求 め ら れ た こ と も あ っ た こ と と 思 い ま す 。

ま さ に 、「 ウ イ ル ス 感 染 症 」 に 翻 弄 さ れ た 一 年 だ っ た の で

は な い で し ょ う か 。  

本 集 録 に は 、 家 畜 保 健 衛 生 所 に お け る 指 導 、 調 査 及 び

試 験 、 並 び に 畜 産 技 術 研 究 所 に お け る 試 験 、 研 究 及 び 調

査 成 績 を 取 り ま と め て 発 表 し た 合 計 1 5 題 を 集 録 し て お り

ま す 。 そ の 中 に は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 を 講

じ た 中 で の 防 疫 作 業 を 示 し た も の も 含 ま れ て お り ま す 。  

本 集 録 が 広 く 関 係 者 各 位 の 業 務 の 参 考 と し て 利 用 さ れ 、

今 後 の 畜 産 振 興 の 一 助 と な れ ば 幸 い に 存 じ ま す 。  

 

令 和 ３ 年 ３ 月  

 

静 岡 県 経 済 産 業 部 農 業 局 畜 産 振 興 課 長  伊 藤  謙 一  
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１ 公務員獣医師及び畜産担い手確保に向けた家畜保健衛生所のアプローチ

（第２報）

東部家畜保健衛生所

○田﨑 常義

要 約

当所では、主に高校生を対象に出前講座を継続実施し、公務員獣医師や畜産業の魅力を

発信している。今回、新たに①聞くだけでは伝わらない魅力の発信、②開催校、受講生数

の増加、③獣医学生に魅力を伝達の３つの視点からアプローチを試みた。その方法は、①

若手職員による検査業務の体験、②高校教諭を対象に講座、実習を実施、③Vpcamp を取り

入れた実践型実習を導入した。その結果、これまでに 631 人が聴講し、99.4%が家保の業

務を理解、99.7%が役に立ったと回答した。講座開催校は、2 校から 13 校に増加。Vpcamp

参加学生が本県獣医師職に内定した。出前講座及び業務体験講座の継続実施及び若手職員

に説明を担当させることにより、聴講生は畜産振興及び食の安全に寄与していることを理

解させることができたことに加え、若手職員の説明能力向上と業務への誇りを持たせるこ

とができたと考察した。

はじめに

近年、家畜保健衛生所（以下、家保）職員

及び畜産担い手確保が困難な状況が続いてい

る。課題解決のため家保では、平成 28 年から

学生を対象とした出前講座（以下、講座）を

実施している。第１報では、取組状況やアン

ケート結果から、家保業務の理解や畜産担い

手確保の醸成に繋がることを報告した[2]。今

回、講座のほか、体験講座の開催、教諭を対

象とした研修会、新たなインターンシップの

取組を行った結果、成果が得られたので報告

する。

材料と方法

１）聞くだけでは伝わらない魅力の発信

家保業務は、特定家畜伝染病防疫対策や家

畜伝染病発生予防、病性鑑定、飼養衛生管理

基準順守指導、動物医薬品許認可業務など多

岐にわたる。当所業務を５感を使って、より

身近に感じてもらう方法として、各種検査業

務を体験させる方法を選んで実施した。

まず、本県の畜産概要や当所の業務概要に

ついて講義を行った。

その後、5～8 人/班に分かれ、各班に主任

以下の若手職員を 1 人配置し説明役とした。

当所に 5 か所のブースを設け、顕微鏡観察、

グラム染色、ピペット操作、培地観察及び細

菌検査、防護服試着、各種検査器具展示、豚

オーエスキーラテックス凝集反応試験を実演

をしながら参加生徒に体験させた（図 1）。

図１ 業務体験実習

２）開催校、受講生数の増加

講座開催は、当所から県教育委員会または

直接管内高等学校へ通知していた。

しかし、講座開催校が 2 校に留まっており、

各学校の教諭に通知内容が把握されているか
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内　　容

１日目 公共放牧場の検査、オリエンテーション

２日目 養豚場の指導・検査、細菌検査、ウイルス検査

３日目 　　　　　　　　　　　　　

４日目 ＢＳＥ検査、寄生虫検査、豚コレラＥＬＩＳＡ検査

５日目
特定家畜伝染病初動防疫訓練

養鶏場の指導・検査、血液検査

講演「公務員獣医師の魅力」

若手職員との意見交換会

が不明な状況であった。

そこで、参加校数の拡大を図る手段として、

教諭が家保業務を体験し、学生の橋渡し役と

して位置付けることを考案した。

その結果、県内生物教諭が加盟し、研修会

等を目的として活動を行っている「日本生物

教育会静岡県支部」から協力が得られたこと

から、当所と合同で講習会を企画した。

県内から 25 人の生物教諭が参加し、１）と

同様の方法で、研修会を開催し、研修終了後

アンケート調査を実施した。

図２ 高校教諭との合同研修会

３）獣医学生に魅力を伝達

本県では、公務や県政に対する理解を深め、

本県職員として働く魅力を伝える行政体験研

修を行っている。当所でも、夏季休暇期間に

過去 5 年間で 18 人の獣医学生が参加した。

研修内容は、農家巡回や先進農家訪問、県

の施設見学等の「見学型」実習が中心であっ

た。

一方、文部科学省が主体となり、獣医学教

育改革行われており、その一環として畜産衛

生・公衆衛生教育プログラム（以下、VPcamp）

の構築が進められている[1]。

公衆衛生分野では、早くからこのプログラ

ムを取り入れてられていたが、畜産衛生では

全国的に取り入れられていなかった。

そこで、当所では、このプログラムに参加

し、全国の家保に先駆けて、高度かつ実践的

な内容（アドバンスト実習）を取り入れた実

習プログラムを構築し、獣医学生に提供する

こととした（表 1）。

ａ．事前講義の実施

実習内容について、より理解を深めるこ

とを目的に、前日に講義を実施し、学生に

とってスムーズに実習に臨めるようにした。

ｂ．初動防疫シュミレーション

アドバンスト実習は、HACCP 構築や BSE

検査等、6 項目のうち 1 項目をプログラム

に取り入れることとなっている[2]。当所で

は、特定家畜伝染病防疫対策演習を取り入

れることとした。

演習内容は、管内養鶏場の協力を得て、

HPAI が疑われる通報の受理から、検査資材

の積込、養鶏場へ移動し農場主への聞き取

り、模擬鶏を使った簡易キットによる検

査・判定まで行った（図 3）。

表１ 研修プログラム

図３ 現地防疫シュミレーション

ｃ．実習生との意見交換会

進路選択の一助とすることや、若手職員

の業務アピール力を養うことを目的に、若

手職員と意見交換会を実施した（図 4）。



3

図４ 意見交換会

学生は緊張する中、実習を行うが、話しや

すい雰囲気つくりを心掛け、学生目線に近

い立場で助言し、家保業務の魅力を伝える

こととした。

成 績

これまでに大学、県内高校生 631 人が講座

受講した。受講後のアンケートでは、講義前、

75.6%が家保を知らないと回答した。一方、講

義後、99.4%が家保業務を理解し、99.7%が講

義が役立った、98.6%が今後も出前講座の継続

を希望した。

１）受講生のうち、講義及び業務体験実習

を受講した生徒 1 人が、受講を通して産業

動物に関わる獣医を志し、獣医系大学へ進

学した。

２）合同研修会後のアンケートでは、9 割

以上の教諭から、研修会は有意義であった、

進路指導に活用したいとの回答が得られた。

また、5 割以上の教諭から、出前講座を希

望するとの回答が得られた（図 5）。

図５ 合同研修会アンケート結果

前回発表時[1]2 校から、新たに 11 校か

ら講座開催の依頼が増加し、うち 2 校は家

保管轄外の高校からの依頼であった。その

結果、新たに 528 人が受講した。

３）アドバンストカリキュラムを取り入れ

た「Vpcamp」に獣医学生がこれまでに 2 人

参加した。そのうち、1 人は県外出身者で

あったが、「Vpcamp」をきっかけに、本県職

員を希望し、採用職員試験を受験し、内定

決定に結び付けることができた。

考 察

家保の存在や家保の役割は、あまり知られ

ていない。また、近年、豚熱や鳥インフルエ

ンザなど特定家畜伝染病発生の報道を目にす

る学生にとって、家保業務が 3K のように思わ

れがちであり、公務員獣医師不足に拍車を掛

けていると考えられる。

しかし、出前講座及び体験講座、「Vpcamp」

を継続して実施することは、家保の存在を知

ってもらい、家畜衛生を通して畜産振興及び

食の安全に寄与していることを学生に理解さ

せることができ、人材獲得の面からも有効な

手段であると考えられた。

また、体験講座において、若手職員に、検

査手法や検査目的等を説明させることで、職

員の伝える力を醸成させることに繋がり、家

保業務への誇りを持たせることができたと考

えられた。

公務員獣医師の人材獲得は、スタートライ

ンに過ぎない。次の段階として、職員ひとり

ひとりが、畜産農家に寄り添い、さらに信頼

が得られるよう、10 年先、20 年先を見据えた

人材育成に取組む必要があると考える。

参考文献

[1] 西岡真由美：畜産技術、2018.11、31-35、

（公社）畜産技術協会、東京（2018）

[2] 田﨑常義、永田利恵：平成 29 年度静岡県

家畜保健衛生業績発表会集録（2017）
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２ 新しい情報発信方法の実践と検討

東部家畜保健衛生所

〇和田 みなみ、鈴木 拓人

要 約

現在、家畜保健衛生所（以下、家保）から農家への情報発信にはインターネット FAX を

利用している。近年、特定家畜伝染病の発生が相次ぎ、家畜衛生情報発出数が増加、それ

に伴う通信費の増加が問題となっている。そこで当所では、従来の FAX とソーシャルネッ

トワーキングサービス（以下、LINE）及びメールでの情報発信方法について比較検討を行

った。管内養豚農家に対し、現在の情報発信方法に関する調査を行った。次に LINE の家

保公式アカウントを作成し、試験運用を行った後、運用後調査を行った。LINE を利用した

場合、カラーの図や地図、URL の添付等、多くの情報を発信することができる。現段階で

は FAX 利用率の高さから、LINE への早期移行は困難であるが、LINE での発信は農家の迅

速な情報確認にもつながるため、今後も LINE の本格的運用を視野に検討を重ねていきた

い。

はじめに

令和２年６月、家畜伝染病予防法の改正に

伴い家畜飼養者への迅速な資料送付及び閲覧

が可能な連絡先取得など、情報周知体制の整

備が求められている。当所では家畜衛生情報

の発出にインターネット FAX 及び郵送を利用

しているが、近年の相次ぐ特定家畜伝染病発

生により家畜衛生情報の発出数が増加し、通

信費や家保職員の家畜衛生情報作成・発出の

労力増加が問題となっている。さらに、農家

側 FAX の故障や、給紙忘れによる情報不達が

確実な情報発信の妨げとなっている。

そこで、管内農家に対し、従来の FAX と無

料かつ容易に情報発信可能な LINE、及びメー

ルの利用に関する調査を行い、それらの利便

性や有効性について検討したので報告する。

方 法

今回、豚熱発生により家畜衛生情報発出数

が増加している管内養豚農家 39 戸を対象に、

LINE の試験運用と運用前後の調査を行った。

１)運用前調査

試験運用前に、以下について聞き取り調査

を行った。

①インターネットの利用状況

②LINE、メール、FAX 各受信方法の利用状況

③各受信方法の確認頻度

④各受信方法に対する意見

２）家保公式アカウント作成と試験運用

試験運用に同意した 12 戸（30 代：７人、

40 代：１人、50 代：４人）に対し利用規約、

同意書（図１、２）及び登録用 QR コードを配

布（図３）し、試験運用を実施した。運用期

間は９月上旬から 10 月上旬で、豚熱関連情報

を６通発信した（写真１、２）。

図１ 利用規約及び同意書（表）
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図２ 利用規約及び同意書（裏）

図３ LINE 登録用 QR コード

写真１ 実際の発信内容①

写真２ 実際の発信内容②

３)運用後調査

試験運用後に、以下について聞き取り調査

を行った。

①情報受信から確認までの時間

②今後希望する受信方法

③試験運用に対する意見及び感想
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成 績

１)運用前調査結果

39 戸から回答が得られ、PC またはスマホの

利用率は 82%であり、80%以上がインターネッ

トを利用可能な環境にあることが分かった。

LINE、FAX、メールの利用率はそれぞれ 57%、

79％、71%であり、FAX の利用率が最も高かっ

た（図３）。各受信方法の確認頻度は、各受信

方法いずれも 70%は毎日確認していることが

明らかとなり、特に LINE は利用者の 90%以上

が毎日確認すると回答した（図４）。

受信方法に対する意見は、各受信方法に対

してもメリット、デメリットが挙げられたが、

特に FAX、メールでは「他の情報と混ざるこ

とがある」という意見が得られた。LINE に対

しては、「出先でも確認が可能である」、「使い

慣れており、手軽である」という意見が得ら

れた一方、「従業員とは紙で情報共有をしてい

る」、「家保アカウントへの登録に対し抵抗感

がある」という意見が得られた（表１）。

図３ 各受信方法の利用状況

図４ 各受信方法の確認頻度

表１ 各受信方法に対する意見

２）運用後調査結果

12 戸から回答が得られ、LINE での情報発信

後、10 戸が２～３時間以内に内容を確認した

と回答した（図５）。今後希望する受信方法と

して LINE を希望したのは 9 戸であり、試験運

用参加者の 75％が今後の LINE 利用に前向き

な姿勢を示した（図６）。

試験運用に対する意見、感想として「カラ

ーで見やすい」、「FAX よりも多くの情報が得

られる」という意見が得られた一方、「家保の

アカウント登録が不安」といった事前調査同

様の意見が得られた。

図５ 情報受信から確認までの時間

図６ 今後希望する受信方法

受信方法 賛成意見 反対意見

LINE
・出先でも確認可能
・頻繁に確認している
・従業員との情報共有が手軽

・情報は紙面で管理したい
・個人アカウントの登録に
　抵抗がある

FAX
・ファイルに綴じて保存
　したい
・スマホ、PCを持っていない

・故障等により届かないこと
　がある
・FAXの利用をやめたい

メール
・メールはよく確認する
・仕事で使用している

・決まった時間帯（朝・夕）
　にしか確認しない
・迷惑メールに混ざる可能性
　がある
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考 察

LINE は、FAX と比較して URL やカラー写真、

地図を添付する等により多くの情報を迅速か

つ確実に発信することができ、LINE による家

畜衛生情報発信に有用であると考えられた。

また、URL 等を添付することで必要な情報を

簡潔に伝えることが可能なため、発信するた

めの労力削減につながると考えられた。受信

者側としても家族や従業員と紙よりも手軽に

情報共有できたと感じる農家もいた。さらに

公式アカウントは１ヶ月に 1,000 通まで無料

で発信できるため、FAX を LINE に置き換えた

場合、大幅な経費削減につながる。加えて飼

料会社等農家以外の畜産関係者への発信に利

用することができるため、より広い範囲への

情報周知が可能となる。

しかし、運用前調査の結果において、FAX

の利用率が現段階では最も高いため、LINE へ

の早期移行は困難であることが明らかとなっ

た。今後農家の経営委譲により若い世代の割

合が増加することで LINE 利用率も上昇する

と見込まれる。農家個人のアカウントを家保

公式アカウントに登録することについて、抵

抗感がある農家が一定数いることも判明した

ため、家保公式アカウントから農家個人のア

カウントは特定できない設定であること等、

農家への丁寧な説明や、セキュリティが強化

された LINEWORKS の利用を検討する必要があ

ると感じた。

今回の調査は養豚農家のみを対象としたが、

今後は他畜種にも同様の調査を実施し、LINE

導入を検討していく予定である。
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３ 特定家畜伝染病防疫演習を活用した新型コロナウイルス感染症対策の検証

西部家畜保健衛生所

○上村 耕一郎、小柳 寿文

要 約

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に流行し、特定家畜伝染病の防疫作業におい

ても作業者間の本病の感染防止対策が求められる。そこで、特定家畜伝染病防疫作業の工程上、

防疫作業者の感染症対策が必要な項目を検討し、挙げられた項目について対策を実施した上で

集合施設運営演習と消毒ポイント演習を実施した。防疫作業工程を検討した結果、集合施設で

の多人数の密集時、参集時の風邪様症状のある作業者の除外、発生農場までの移動車内、防疫

作業間の休憩について、COVID-19 対策が必要と考えられた。以上の作業工程において対策を講

じた上で実施した集合施設運営演習では、受付時の検温とその後の健康調査で風邪様症状のあ

る人を作業から除外することができた。また、机や椅子の配置、立ち位置に印を付けるなどの

対策で人との距離を保つことができた。消毒ポイントでは多くの人が集まる機会はなく、屋外

の作業ということもあり、作業中の COVID-19 感染のリスクは低いと考えられた。今回の検証

で、実際に COVID-19 対策に着目して防疫演習を実施することで、感染リスクが高い箇所を洗

い出すことができた。今回想定された COVID-19 対策を盛り込んだ特定家畜伝染病防疫作業マ

ニュアルを作成し、実際の防疫作業に対策を反映させることが求められる。

はじめに

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 ( 以 下

COVID-19)が全世界で流行し、この新たな感

染症と共存していかなければならない状況

となった。高病原性鳥インフルエンザや豚熱

等の特定家畜伝染病発生時、迅速な防疫作業

が求められるが、多くの作業者が一同に集ま

って作業をすることから、作業者の COVID-19

感染のリスクが生じる。家畜の伝染病拡大防

止のための措置に加えて、これまで想定され

ていなかった防疫作業者間の感染症対策が

求められている。そこで、特定家畜伝染病の

防疫作業の工程上、防疫作業者の COVID-19

対策が必要な項目を検討し、西部地域防疫演

習の中で対策を実施し検証した。

材料と方法

１)防疫作業工程の COVID-19 対策の検討

特定家畜伝染病の防疫作業工程のうち、①

集合施設②現地③消毒ポイントでの防疫作

業において COVID-19 対策が必要となる項目

を挙げ、考えられる COVID-19 対策を検討し

た。COVID-19 対策は厚生労働省が提唱する対

策を参考にし、密閉・密集・密接の 3 つの密

を避ける行動、マスクの着用、手洗い・手指

消毒の励行等を実施した[1]。

２)防疫演習における COVID-19 対策の検証

１）で挙げられた COVID-19 対策を講じ、

静岡県西部地域の農林事務所職員を対象

にした集合施設運営演習及び消毒ポイン

ト演習を実施した。昨年度までは、防疫支

援班、現地班、消毒ポイント係だけでなく、

各市町及び JA 職員等に広く参加を求めた

が、今年度は、演習中の COVID-19 感染を

防止するため、昨年度までに演習を経験し

ていない職員を中心に対象を絞って実施

した。

ａ．集合施設運営演習の概要

日 時：2020 年 11 月 6 日(金)

場 所：中遠総合庁舎

参加者：中遠農林事務所(防疫支援班、

現地班)、西部農林事務所(現

地班)、西部農林事務所天竜

農林局(現地班)

ｂ．消毒ポイント演習の概要

日 時：2020 年 11 月 11 日(水)

場 所：北遠総合庁舎

参加者：中遠農林事務所(移動規制班）、

西部農林事務所(移動規制班)、

西部農林事務所天竜農林局
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(移動規制班)

成 績

１)防疫作業工程の COVID-19 対策の検討

ａ．集合施設

受付、健康調査、作業服及び防護服への更

衣、全体の作業説明の 4 つの工程に整理し、

求められる対策を洗い出した。

受付では、作業者の手指消毒と全員のマス

ク着用を徹底することが挙げられた。また、

受付で体温測定をして、発熱のある人を健康

調査の部屋に入室させないようにし、次の健

康調査と合わせて発熱や風邪様症状のある

職員を作業から除外することが挙げられた。

作業服への更衣と防護服の着用、全体での

作業説明では、多くの職員が一つの部屋に集

まることが想定されるため、作業者間の距離

の確保、窓を開放しての換気により 3 密の回

避を対策として挙げた。

b．現地

集合施設から移動して現地で防疫作業を

す る ま で の 工 程 で は 、 移 動 の 車 内 で の

COVID-19 対策が必要であると考えられた。

特にバス車内では多くの作業者が密集する

ことが想定されるため、常に窓を開放して換

気し、車内での会話を控えることを対策とし

て挙げた。

現地では防護服を着用するため、作業中の

COVID-19 感染のリスクは低いと考えられる

が、作業間の休憩中に防護服を脱いで休憩を

する時間があり、そこでの 3 密の回避が対策

として挙げられた。

c．消毒ポイント

消毒ポイントでは、各消毒ポイントに 2 人

ずつが配置されることから、多くの人が集ま

る場面はないと想定された。そのため作業者

のマスク着用の徹底と、移動車内の換気、作

業中の密接の回避を挙げた。

２)防疫演習における COVID-19 対策の検証

a．集合施設運営演習

集合施設運営演習の参加者は 42 人で、昨

年度の参加者 141 人から参加者を絞って演

習を実施した。今回の参加対象者以外には資

料を作成し、共有のデータベースで随時閲覧

できるようにした。

まず受付では、非接触型体温計を用いて体

温測定を実施し、発熱のある職員の健康調査

を行う部屋への入室を避けるとともに、作

業から除外することができた(図１)。しか

し、ここで、体温測定を待つ列ができ、人

の流れが滞る場面があった。

次に健康調査として問診票を記入し、風

邪様症状のある職員を作業から除外した。

記入の際、机の配置を昨年度までの対面式

の配置(図２)から教室型の配置(図３)に

した。1 人あたりの記入時間は 2～3 分程

度で順次退出したため、室内で人が密集す

ることはなかった。

図２ 令和元年度の健康調査時の様子

図１ 受付での検温

図３ 令和２年度の健康調査時の様子
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作業服への更衣と防護服の着用の工程で

は、床に敷くブルーシートに約 1ｍ間隔でテ

ープを貼り、作業者の立ち位置を印で示すこ

とで、作業者間の距離を確保することができ

た(図４、５)。1 人あたりの確保面積は約 1.5

㎡で、昨年度までの 1 ㎡と比べて作業者間の

距離を保つことができた。ここで、個人所有

の手作りのマスクなどを付けたまま防護服

を着用する人が複数見受けられた。

図４ 令和元年度の防護服着用時の様子

その後の全体の作業説明では、立った状態

で人との距離をとり説明することを想定し

ていたが、結果的に 1 つの部屋に多くの職員

が密集する形となった。

b．消毒ポイント演習

消毒ポイント演習では、動力噴霧器等の機

器の使用方法の説明を受けた後、二人一組に

なって車両消毒を実演した。実際の防疫作業

でも各消毒ポイントには 2 人ずつを配置し、

屋外での作業ということもあり、多くの職員

が密集する場面はないと考えられた(図６)。

図６ 消毒ポイント

考 察

特定家畜伝染病の防疫作業は、家畜の伝

染病の拡散防止を目的とした作業である

が、今後はそれに加えて作業者間の感染症

対策も考慮に入れる必要が生じた。今回の

検証で、特に集合施設で多くの人が集まり

COVID-19 感染のリスクがある場面が多い

ことがわかった。

集合施設の受付では検温をして、健康調

査を行う部屋への入室を避けるとともに、

発熱など風邪様症状のある人を作業から

除外することができたが、受付に体温測定

を待つ列ができてしまったため、複数個の

体温計や自動で検温できるサーモカメラ

を用意することで改善できると考えられ

た。また、机や椅子の配置、立ち位置に印

を付けるなどの対策で人との距離を保つ

よう、ある程度のコントロールをすること

ができた。集合施設で防護服を着用する際

に、着用して来た自前の布製マスクのまま

防護服を着用する人が散見された。そのま

ま現地へ向かうと、マスクを捨ててくるこ

とになるため、健康調査後、作業可能者全

員に使い捨てマスクを配布することが必

要であると考えられた。

今回の演習では現地及び移動車内での

対策が検証できなかったため、今後の防疫

演習や他県での実際の防疫作業を参考に

して検証することが必要であると考える。

実際に COVID-19 対策に着目して防疫演

習を実施することで、感染リスクが高い作

業工程を洗い出すことができた。今回想定

された COVID-19 対策を盛り込んだ特定家

畜伝染病防疫作業マニュアルを作成し、実

図５ 令和 2 年度の防護服着用時の様子

図６ 消毒ポイント演習
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際の防疫作業に対策を反映させることが望

まれる。
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